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要点 
 
 この改訂は、IFRS 移行日現在の政府からの借入金残高について、

IAS 第 39 号または IFRS 第 9 号、および IAS 第 20 号第 10A 項の将

来に向かっての適用を認めるように IFRS 第 1 号を改訂することで、

IFRS 初度適用企業に救済措置を提供するものである。 
 

 改訂は、2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に発効する。早期適

用は容認される。 
 

 

改訂 

2012 年 3 月 13 日に、国際会計基準審議会（「IASB」）は、IFRS 移行日現在

の政府からの借入金残高について、IAS 第 39 号「金融商品：認識及び測定」

または IFRS 第 9 号「金融商品」（適用している場合）、および IAS 第 20 号「政

府補助金の会計処理及び政府援助の開示」の第 10A 項の将来に向かっての

適用を認めるように IFRS 第 1 号を改訂することで、IFRS 初度適用企業に救

済措置を提供する、「政府からの借入金」（IFRS 第 1 号の改訂（以下「本改

訂」））を公表した。 

IAS 第 20 号第 10A 項は、政府補助金として取り扱われる「無利子または市場

金利よりも低金利のいずれかで提供された政府からの借入金の便益」を、

「IAS 第 39 号または IFRS 第 9 号に従って算定される当該借入金の当初の帳

簿価額」と「受け取った手取金額」との差額として測定することを要求する。

2008 年 5 月に公表された年次改善の一部としてこの要求事項が導入された

際に、IASB は、企業が過去の時点の借入金の公正価値を測定しなくて済むよ

うに、将来に向かって適用することを決定した。しかし、対応する改訂が、IFRS
移行日における遡及適用という全般的要求事項がある IFRS 第 1 号に対して

行われていなかった。 
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本改訂は、IFRS 移行日後に締結された新しい借入金にのみ IAS 第 20 号第

10A 項の要求事項を適用することを IFRS 初度適用企業に認めることで、この

見過ごしを修正した。初度適用企業は、IAS 第 32 号「金融商品：表示」を適用

し、IFRS 移行日において借入金を金融負債または資本性金融商品に分類す

ることが要求される。しかし、企業が、従前のGAAPでは、IFRSの要求事項に

整合するベースで市場金利よりも低利の政府からの借入金を認識および測定

していなかった場合には、企業は、IFRS 開始財政状態計算書において、従前

の GAAP による IFRS 移行日現在の借入金の帳簿価額を当該借入金の帳簿

価額として適用することが認められる。企業は、IFRS 移行日後の借入金を測

定する際に、IAS 第 39 号または IFRS 第 9 号を適用することになる。 

本改訂は、特定の政府からの借入金について要求事項を適用するために必

要となる情報を、当該借入金の当初の会計処理を行ったときに入手していた

場合には、初度適用企業に対し、借入金ごとに、IAS第 39号または IFRS第 9
号、および IAS 第 20 号第 10A 項の要求事項を遡及的に適用する選択肢を提

供している。 

本改訂は、企業が本改訂が提供する救済措置を利用する際の、IFRS 移行日

現在の市場金利よりも低利の政府からの借入金についての会計処理を説明

する以下の設例を含む。 

政府は、企業がプロジェクトの資金提供を得ることが困難である特定の開発地

域において、彼らの事業活動の拡張を促進するために、製造設備の購入資金

を提供する、市場金利よりも低利の借入金を付与する。 

企業 S の IFRS 移行日は、20X2 年 1 月 1 日である。 

開発計画に従って、20X0 年に、企業 S は、政府から市場金利よりも低利の借

入金 CU100,000 を受領する。従前の GAAP で、企業 S は借入金を資本とし

て会計処理した。 IFRS 移行日現在の従前の GAAP での帳簿価額は

CU100,000であった。未払金額は、20X5年1月1日現在CU103,030となる。 

当該借入金の条件において、その他の支払は要求されず、借入金に付随する

いかなる追加的な弁済条件もない。当該借入金の公正価値を測定するために

必要となる情報は、借入金の当初の会計処理を行ったときには入手されてい

なかった。 

当該借入金は、IAS 第 32 号に従い金融負債の定義を満たしている。したがっ

て、企業 S はこの政府からの借入金を負債に分類変更する。企業は、また、

IFRS 開始財政状態計算書において、従前の GAAP による IFRS 移行日現在

の借入金の帳簿価額を使用する。したがって、企業 S は、IFRS 開始財政状態

計算書において、CU100,000 の金額を資本から負債に分類変更する。IFRS
移行日後に借入金を測定するために、20X2 年 1 月 1 日に開始する実効金利

を以下のように算定する。 

＝（103,030/100,000）(1/3)-1 

= 1 パーセント 
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当該借入金の帳簿価額は以下のとおりである。 

日付 帳簿価額

（CU） 
利息費用

（CU） 
未払利息

（CU） 

20X2 年 1 月 1 日 100,000 - - 

20X2 年 12 月 31 日 101,000 1,000 1,000 

20X3 年 12 月 31 日 102,010 1,010 2,010 

20X4 年 12 月 31 日 103,030 1,020 3,030 

 

発効日およびコメント期間 

企業は、本改訂を 2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に適用することが

要求される。早期適用は容認される。 
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